
報告項目 報告内容 

被処分者の氏名又は法人名称 中山 幸弘 

登録番号又は法人番号 ０３１１２５４８ 

所属する単位会 茨城県行政書士会  

事務所所在地 茨城県坂東市辺田１０７５番地の１１ 

処分年月日 令和３年２月４日 

処分内容（種類） 
廃業の勧告及び令和３年２月５日から廃業するまでの間の会員の権

利の停止 

上記処分をした理由 

・本会からの再三の会費請求・催告にもかかわらず会費を長期間（１

２ケ月以上）滞納し続けている。 

・会費納入に関する協議を行うための出席要請に対し、正当な理由

なく一切応じなかった。 

上記処分の根拠となった法令及

び会則の条文 

茨城県行政書士会会則第１４条第１項 

 会員は、別表第１の定めるところにより、会費を納入しなければ

ならない。 

※別表第１（会則第６条の２ 第６条の４ 第１４条） 

    ２ 会費は毎年原則として１月、４月、７月、１０月の月の

末日までに当該月を含む３月分の会費を前納するもの

とする。 

 

茨城県行政書士会会則第９０条第３項 

 １ 会長は、行政書士業務の適正な運営を図るため、必要があると

きは、会員から報告を徴しその会員に必要な勧告又は指示をす

ることができる。 

２ 会長は、必要があると認めたときは、会員の業務を調査するこ

とができる。 

３ 会員は、正当な事由がなければ前項の調査を拒んではならな

い。 

 

行政書士法第１３条 

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会

の会則を守らなければならない。 

 

日本行政書士連合会会則第６２条第１項 

 単位会の会員は､ 法及び法に基づく命令並びに本会の会則を遵守

しなければならない｡ 

 

行政書士倫理第２５条 

 行政書士は、法及び法に基づく命令並びに日本行政書士会連合会

及び所属する行政書士会が定める規律を遵守しなければならない。                     

 


